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城山公園・興雲閣・武家屋敷指定管理者募集要項 

（令和４年度公募用） 

 

  本募集要項により、以下のとおり城山公園・興雲閣・武家屋敷の指定管理者を募集し

ます。 

 

１ 施設の概要 

【 城山公園 】 

（1）施設の名称 城山公園 

（2）所在地   松江市殿町 1 番 2 

（3）開設時期  昭和 32 年 3 月 1 日 

（4）規模    敷地面積 229,140 ㎡（内松江市所有面積 173,715 ㎡） 

（5）主な施設内容 

ア）管理対象施設   

松江城天守、多門櫓、太鼓櫓、中櫓、南櫓、二之丸の塀、門、井戸屋形（二

之丸上ノ段、二之丸下ノ段）、東屋、公衆便所（二之丸上ノ段、二之丸下ノ段、

搦手之虎口広場）、広場、園路及び散策路、樹木、内掘（一部）、池、石垣、管

理事務所（2 所）、作業員詰所、作業員倉庫、御破損方・寺社修理方復元風建物

（観光案内所）、千鳥橋、北惣門橋、亀田橋、公衆便所（塩見縄手公園） 

イ）管理除外施設 

松江神社、護国神社、城山稲荷神社、ちどり茶屋、民地、市道、内堀（一部） 

 ウ）行政財産使用許可をしている部分  

      売店、飲料水販売用冷蔵庫、コインロッカー、自動販売機 

※施設利用及び収支等の状況は仕様書に記載 

※施設の図面：別紙のとおり 

（6）指定文化財 〔敷地〕史跡松江城 

〔建造物〕松江城天守（国宝）、興雲閣（島根県指定文化財） 

（7）設置目的  全国に現存する 12 天守のうちの一つで、山陰唯一の天守（国宝）を

有する松江城は、その内堀を含めた多くの範囲が国の史跡に指定され、

我が国の歴史認識に欠くことができない貴重な文化遺産であり、国際

文化観光都市・松江のシンボルとなっている。敷地内には県指定文化

財の興雲閣などが存在し、これらを広く市民及び観光客などに供する

歴史公園として、城山公園を設置するものである。 

 

【 興雲閣 】 

（1）施設の名称 興雲閣 

（2）所在地   松江市殿町 1 番地 59 

（3）開設時期  明治 36 年 

（4）規模    敷地面積 1534.31 ㎡ 

建築面積  598.93 ㎡ 
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延床面積  772.65 ㎡ 

（5）構造    木造 地上 2 階 

（6）主な施設内容 

  ア）管理対象施設 

展示室、カフェ、事務室（2 室）、男女別便所、多目的便所、大広間、貴顕室

（きけんしつ）、エレベーター、南倉庫 

イ）行政財産使用許可をしている部分 

     喫茶室 

※施設利用及び収支等の状況は仕様書に記載 

※施設の図面：別紙のとおり 

（7）指定文化財 島根県指定文化財（建造物） 

（8）設置目的  歴史的建造物と本市の近代化に対する理解を広め、もって文化及び

観光の振興に寄与することを目的とし設置する。 

 

【 武家屋敷 】 

（1）施設の名称 武家屋敷 

（2）所在地   松江市北堀町 305 番地 

（3）開設時期  昭和 45 年 

（4）規模    敷地面積 1,361.06 ㎡ 

建築面積 母屋：230.01 ㎡、長屋門：約 105 ㎡ 

（5）主な施設内容 

ア）管理対象施設   

母屋、長屋門、塀、休憩所、公衆トイレ、鼕の展示場、庭園 

イ）管理除外施設 

お休み処（松江市観光振興公社の管理・所有の喫茶店） 

※施設利用及び収支等の状況は仕様書に記載 

※施設の図面：別紙のとおり 

（6）指定文化財 松江市指定文化財（建造物） 

（7）設置目的  江戸時代の武家屋敷を保存し、一般公衆の利用に供することを目的

とし設置する。 

 

 

２ 指定期間 

令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで（５年間） 

ただし、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 244 条の 2 第

11 項の規定に基づき、当該公の施設の管理の適正を期するために市が行う指示に指定管

理者が従わない場合、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと

認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を

命ずる場合があります。 
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３ 問合せ先 

住  所 〒690‐0826 松江市学園南一丁目 20 番 43 号 環境センター3 階 

担当部局 松江市文化スポーツ部松江城・史料調査課 

電話番号 0852-55-5959 

ＦＡＸ  0852-55-5495 

電子メール matsuejou@city.matsue.lg.jp 

 

 

４ 募集日程 

（1）申請書の提出期間  令和 4 年 6 月 22 日（水）～8 月 10 日（水） 

（2）仕様書等の配布期間 令和 4 年 6 月 22 日（水）～8 月 10 日（水） 

（3）現地説明会     令和 4 年 7 月 4 日（月） 

（4）質問の受付     令和 4 年 6 月 22 日（水）～7 月 26 日（火） 

（5）選定審議会     令和 4 年 9 月～10 月（正式な日程は別途連絡します。） 

（6）指定管理者候補者の選定  選定審議会後 2 週間程度 

（7）申請の資格等    令和 4 年 11 月上旬（新たに法人等を設立する場合） 

（8）指定管理者の指定  令和 4 年 11 月議会（予定） 

 

 

５ 管理の基準 

下記の開館時間等を標準仕様としており、経費の積算においてもこれを前提としてい

ます。申請書においては、この開館時間等の変更は認めません。 

【 城山公園 】 

（1）供用時間 

    《本丸》 

4 月 1 日～9 月 30 日  午前 7 時から午後 7 時 30 分まで 

10 月 1 日～3 月 31 日  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

    《天守》（登閣できる時間） 

4 月 1 日～9 月 30 日  午前 8 時 30 分から午後 6 時 30 分まで 

10 月 1 日～3 月 31 日  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に供用時

間を変更することができます。 

（2）供用日 

年中無休 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に供用日

を変更することができます。 

（3）施設の利用の制限に関する事項 

① 松江市都市公園条例（平成 17 年松江市条例第 340 号。以下「公園条例」とい

う。）第 6 条第 4 項各号に該当する場合は、同条第 1 項各号に掲げる行為を許可
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しないことができます。 

② 城山公園の管理に関する条例（平成 17 年松江市条例第 407 号）第 5 条各号に

該当する場合は、天守へ登閣することを拒否し、又は天守から退出させることが

できます。 

（4）施設の利用の許可及び承認について 

公園条例、松江市都市公園条例施行規則（平成 17 年松江市規則第 248 号）等に従

ってください。 

 

【 興雲閣 】 

（1）供用時間 

4 月 1 日～9 月 30 日  午前 8 時 30 分から午後 6 時 30 分まで 

10 月 1 日～3 月 31 日  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に供用時

間を変更することができます。 

（2）供用日 

年中無休 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館す

ることができます。 

（3）施設の利用の制限に関する事項 

① 興雲閣の設置及び管理に関する条例（平成 27 年松江市条例第 20 号。以下「興

雲閣条例」という。）第 10 条各号に該当する場合は、利用を許可しないことがで

きます。 

② 興雲閣条例第 11 条各号に該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用

の許可に付した条件を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができます。 

（4）施設の利用の許可及び承認について 

興雲閣条例等に従ってください。 

 

【 武家屋敷 】 

（1）開館時間 

4 月 1 日～9 月 30 日  午前 8 時 30 分から午後 6 時 30 分まで 

10 月 1 日～3 月 31 日  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時

間を変更することができます。 

（2）供用日 

年中無休 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館す

ることができます。 

（3）施設の利用の制限に関する事項 

武家屋敷設置及び管理に関する条例（平成 17 年松江市条例第 281 号）第 8 条第 2

項に定める場合には、退去を命ずることができます。 
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【 ３施設共通事項 】 

（1）利用料金 

城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理運営に当たっては法第 244 条の 2 第 8 項の規

定に基づく「利用料金制」を採用します。 

利用料金制度とは、利用者が支払う利用料金を直接自らの収入とすることができる

制度です。したがって、その管理運営に係る収支について、一定の責任を負うことと

なりますので、施設の利用を促進し、収入の確保を図る努力が求められます。 

（2）松江市情報公開条例の適用について 

指定管理者は、松江市情報公開条例（平成 17 年松江市条例第 14 号）第 31 条の 2

の規定に基づき、情報公開の努力義務を負います。また、指定管理者に指定された後

に松江市と締結する協定書において、松江市から管理業務に関する文書等（管理業務

の遂行に当たり作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録等で指定管理者が保

有しているもの）の提出の求めがあった場合には、これに応じなければならない義務

を負います。 

（3）松江市個人情報保護条例の適用について 

指定管理者は、管理業務の遂行に伴って個人情報を取り扱う場合には、個人情報の

適正管理に関して松江市個人情報保護条例（平成 17 年松江市条例第 15 号）第 11 条

の 2 の規定に基づき徹底した個人情報の保護に努める義務を負います。また、別紙 1

に定める事項を遵守してください。なお、個人情報の漏洩等の行為には、松江市個人

情報保護条例第 43 条、第 44 条及び第 46 条に基づく罰則が適用される場合がありま

す。 

（4）松江市暴力団排除条例の適用について 

指定管理者は、松江市が設置した公の施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）の活動に利用され、又は暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認

められるときは、当該公の施設の利用の許可について定める他の条例の規定にかかわ

らず、当該条例の規定に基づく利用の許可をせず、又は当該利用の許可を取り消すな

どの対応を徹底しなければなりません。また、警察が公の施設において排除措置の対

象となる行為が行われている又は行われるおそれがあるとして、暴力団員等による公

の施設の利用停止を求める要請があった場合においても同様の対応を行わなければ

なりません。 

 （5）障がい者への合理的配慮の提供について 

    指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 65 号）に基づき、主務大臣の対応方針を遵守することに加え、必要に応じ、松江

市が定めた「職員対応要領」を踏まえた合理的配慮を提供することに留意してくだ

さい。 
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６ 業務の範囲 

（1）文化財の保護 

（2）城山公園・興雲閣・武家屋敷の施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持管

理に関する業務 

（3）都市公園における行為の許可及び興雲閣（2 階大広間に限る。）の利用の許可に関す

る業務 

（4）利用料金の徴収、減免及び還付等に関する業務 

（5）文化・観光振興に寄与する業務 

（6）その他城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理に必要な業務 

詳細は仕様書を参照してください。 

 

 

７ 指定管理業務に関する経費等 

（1）城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理運営業務に係る全ての経費は、利用料金収

入や事業収入等をもって充てるものとします。よって、松江市から指定管理に係る

委託料を支払うことはなく、収入が経費を下回る場合でも原則として補填しません。 

（2）指定管理者の年間指定管理経費の金額については、収支予算書の提出によって

申請者からの提案を受けます。ただし、下記の年間指定管理経費見込額を上限とし

ます。この年間指定管理経費見込額にはキャッシュレス決済及び観光券契約にかか

る手数料相当額（以下「手数料」という。）を含めません。 

     年間指定管理経費見込額 137,387 千円 

（3）下記の年間利用料金収入見込額を収入基準額として設定します。この収入基準

額には手数料を含みます。なお、社会情勢の変化など外的要因による利用料金収入

への著しい影響がみられる場合には、双方協議して年間利用料金収入見込額を見直

す場合があります。 

     年間利用料金収入見込額 263,500 千円 

（4）収入基準額が年間指定管理経費見込額を上回ることから、以下に定める納付金

を市に納付することとします。 

 ア 変動納付金 

  ① 手数料が差し引かれた年間の利用料金収入（以下「実質利用料金収入」とい

う。）に手数料を加算した金額（以下「額面利用料金収入」という。）が収入基

準額に満たない場合、額面利用料金収入と指定管理者が提案した年間指定管理

経費に手数料を加算した金額（以下「提案加算額」という。）との差額を各年

度の変動納付金とします。 

  ② 額面利用料金収入が収入基準額を超える場合、収入基準額と提案加算額との

差額を各年度の変動納付金とします。 

 イ 剰余納付金 

    額面利用料金収入が収入基準額を超える場合、額面利用料金収入と収入基準

額との差額に 90％以上の納付割合を乗じた額を各年度の剰余納付金とします。

なお、この納付割合は収支予算書に提出によって申請者からの提案を受けます。 
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具体的な納付金額の算定方法については、下記のシミュレーション（イメージ図）

を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の変動納付金及び剰余納付金は、各年度終了後に松江市の指定する期日（5

月末）までに納付することとします。剰余納付金は、変動納付金と合算して納付し

ます。納付金の額に千円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし

ます。なお、納付金の精算に当たっては、会社法その他関係法令に基づき計算等を

行うこととし、必要に応じて検査や監査を行う場合があります。 

（5）各年度の修繕費の実績額が、松江市が仕様書の支出見込額で提示した修繕費の

額に満たない場合には、実績額と支出見込額との差額を提案加算額から差し引いて

納付金を算出することとします。 

（6）指定管理者は、自主事業により収入を得た場合、その収入を自らに帰属させる

ことができます。なお、自主事業の実施にはあらかじめ松江市との協議が必要です。

また、自主事業を実施する場合には、条例・規則等に規定する施設の利用料等を支

払う必要があります。 

 

 

８ 申請の資格等 

この募集要項により申請をしようとする団体は、以下の資格要件の全てを満たしてい

る必要があります。 

（1）団体であること。（法人格の有無は問わない。） 
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（2）松江市内に本店又は主たる事務所を置くものであること。なお、本募集要項に

定める指定管理業務に関する諸事務を遂行できる体制としての実質を備えている

こと。 

※本店：商業登記上の本店 

※主たる事務所：次のいずれか 

 －会社以外の法人の場合、法人登記上の主たる事務所（本店と同義） 

 －法人以外の団体の場合、中心となる事務所（関係行政機関等への届出所在地 等） 

（3）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定するものに該

当しないものであること。 

（4）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

等の規定に基づき更生又は再生手続をしていないものであること。 

（5）松江市が行う建設工事等の請負又は物品の製造の請負、売買等の指名競争入札

について指名保留又は指名停止措置を受けていないものであること。 

（6）松江市税、消費税及び地方消費税について滞納がないものであること。 

（7）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない団体であるこ

と。 

（8）指定管理者の責に帰すべき事由により、2年以内に本市又は他の地方公共団体か

ら指定の取消しを受けたものでないこと。 

（9）労働基準法等の労働関係法令の違反により公訴、送検又は命令等の行政処分（是

正勧告等の行政指導を除く。）を 2年以内に受けていないこと。 

(10) 自らが主体となって指定管理業務を行う予定であること。 

  ※「６業務の範囲」に掲げる指定管理者の業務の全てを他の者に委託してはなら

ない。 

  ※主体となって指定管理業務を行う予定のない持株会社（私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）第 9条第 4項第 1号に規定

するものをいう。）、組合（民法（明治 29年法律第 89号）第 667条に規定する

ものをいう。）、有限責任事業組合（有限責任事業組合契約に関する法律（平成

17年法律第 40号）第 2条に規定するものをいう。）及びこれらに類するものが

申請しようとする場合には、主体となって指定管理業務を行う予定の子会社又は

組合契約の当事者等とグループを構成すること。 

（留意事項） 

※ 複数の法人等で構成される団体（以下「グループ」という。）で申請される場合は

以下の点に留意してください。 

○ グループの構成団体は、いずれも上記の資格要件の全てを満たしている必要が

あります。 

○ グループの適切な名称を設定し、代表となる法人等を選定してください。なお、

申請後の代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。 

○ グループの概要がわかる書類（グループの名称及び代表団体、構成団体の名称、

所在地、連絡先、業務及びリスク分担内容、グループに係る協定書等）を添付し
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てください。 

○ 当該グループの構成団体は、別のグループの構成団体となる又は単独で申請す

ることはできません。 

○ 指定管理者指定申請書（様式第 1 号）、城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理運

営に関する事業計画書（別添 1）及び収支予算書（別添 2）以外の添付書類につ

いては、構成団体ごとに提出してください。 

※ 城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理のために新たに法人等を設立する場合には、

その法人等の予定名称で、法人等設立予定の任意団体として申請してください。な

お、この場合 11 月上旬までに、登記事項証明書又は法務局登記官の受領書を提出

してください。 

  ※ グループに係る協定書等については、申請時は未締結であっても差し支えありま

せんが、指定管理者の候補者となった場合には締結済の協定書等の提出を求めます。 

 

 

９ 申請の手続 

この要項により指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を提出期

間内に提出してください。 

（1）指定管理者指定申請書（様式第 1 号） 

（2）城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理運営に関する事業計画書（別添 1） 

本要項の別紙 2（指定管理者選定審査基準）に記載している「具体的な審査項目」

については、事業計画書にもれなく記載してください。 

（3）城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理運営に関する収支予算書（別添 2） 

① 指定期間各年度分及び指定期間を通じての収支予算書を作成してください。 

② 剰余納付金の納付割合を 90％以上で提示してください。 

③ 修繕費については、松江市が仕様書の支出見込額で提示した修繕費の額とし、

その額を記載してください。 

④ 消費税及び地方消費税の税率は、この申請においては指定期間の全てにわた

って現行の 10％で計算してください。（経過措置、軽減税率に該当するものは

該当する税率で計算すること。） 

⑤ 自主事業を実施する場合は、自主事業に関する収支予算書を別個に作成し、

提出してください。 

（4）団体の概要書類 

① 定款又は寄付行為（法人以外の団体にあっては会則等） 

② 役員の名簿及び履歴書（役員の氏名、フリガナ、住所、生年月日を記載し、

職歴がわかる程度のもの） 

③ 当該団体の概要、過去 3 年間の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財

産目録又はこれらに準ずる書類（新規設立団体の場合は不要） 

④ 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に関する事業計画書及

び収支予算書 

（5）その他証明等書類 
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① 法人の登記事項証明書 

② 松江市税について、滞納（納期限が到来していないものを除く。）がない旨

の証明書 

※ 法人に係る証明書発行の申請の際には、法人名の委任状が必要となりますの

で事前にホームページ等でご確認ください。 

③ 消費税及び地方消費税について、滞納（納期限が到来していないものを除

く。）がない旨の証明書 

④ 申請の資格を満たしている旨の誓約書（別添 3） 

（6）提出部数 

① 上記（1）～（4）の書類； 正本 1 部、副本 9 部 

② 上記（5）の書類； 正本 1 部、副本 1 部 

（7）提出場所 

   「３ 問合せ先」に記載する場所 

（8）提出方法 

持参、郵送又は電子申請（https://s-kantan.jp/city-matsue-shimane-u/） 

※電子申請の場合も上記(6）のうち下記部数を持参又は郵送で提出が必要です。 

   ① 上記（1）～（4）の書類； 副本 9 部 

② 上記（5）の書類； 正本 1 部 

（9）提出期間 

令和 4 年 6 月 22 日（水）から 8 月 10 日（水）午後 5 時 15 分まで。 

郵送の場合は書留とし、同時刻までの必着とします。 

（10）申請に当たっての留意事項 

① 提出された書類は、返却いたしません。 

② 提出された書類の内容を変更することはできません（軽微な修正は除きま

す。）。 

③ 申請書類の記載内容の誤り、漏れ等により、書類提出後に資料追加を求める 

場合があります。この場合の提出資料は原則参考として扱い、申請書類の修正 

としては扱いません。 

④ 申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。 

⑤ 提出された書類は情報公開の請求により開示することがあります。 

⑥ 提出された書類の一部については申請の資格を確認するための資料として

関係機関に提供する場合があります。 

 

 

１０ 仕様書等の配布 

（1）配布期間 

令和 4 年 6 月 22 日（水）から 8 月 10 日（水）までの毎日、午前 8 時 30 分か

ら午後 5 時 15 分まで。ただし、土・日曜日、休日は除きます。 

（2）配布場所 

「３ 問合せ先」に記載する場所。又は＜松江市ホームページ－事業者向け情報



11 

－指定管理者－指定管理者公募のお知らせ＞からもダウンロードできます。 

（松江市ホームページ http://www.city.matsue.shimane.jp/） 

 

 

１１ 現地説明会 

現地説明会は次のとおり開催します。 

（1）開催日時 令和 4 年 7 月 4 日（月）9 時から 12 時まで 

（2）集合場所 興雲閣 2 階大広間 

※ 現地説明会への参加を希望される団体は、7 月 1 日（金）までに「３ 問

合せ先」に参加希望を電話でお伝えください。 

※ 現地説明会には、本募集要項及び仕様書を持参してください。 

 

 

１２ 質問事項の受付 

募集要項及び仕様書の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（1）受付期間 令和 4 年 6 月 22 日（水）から 7 月 26 日（火）まで 

（2）受付方法 質問票（別添 4）に記入の上、FAX 又は電子メールで提出してくだ

さい。 

※ 質問及び回答については、松江市のホームページ上でその概要を公表します。 

 

 

１３ 指定管理者の候補者の選定の基準 

（1）審査方法 

指定管理者の候補者の選定に当たっては、松江市公の施設に係る指定管理者の指

定手続き等に関する条例（平成 17 年松江市条例第 396 号）第 14 条の規定に基づ

き設置された「松江市公の施設指定管理者選定審議会」において、下記の点を基準

とし面接審査などにより総合的に評価して選考します。（審査基準の詳細は別紙 2

に記載） 

① 当該施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。 

② 当該施設の効果を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られること。 

③ 当該施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。 

④ 前3号に掲げるもののほか、市長等が当該施設の性質等に応じて別に定め

る基準。 

⑤ 別紙 2（指定管理者選定審査基準）に記載する配点合計の 60％（156 点） 

を最低基準点とします。申請者が最低基準点に満たない場合、選定審議会の 

総合的な判断を踏まえ、指定管理者の候補として、適格者としない場合があ 

ります。 

（2）審査の内容 

① 応募の書類の確認 

団体からの提出書類について松江城・史料調査課で確認します。申請資格
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を満たしていない場合は失格となります。また、申請書類の提出漏れがある

場合、提案内容が仕様書の内容を満たしていない場合等により、適正な選定

審議が困難であると市が判断した場合も失格となります。失格の場合、選定

審議会において面接審査の対象とせず、指定管理者の候補者に選定しません。 

② 選定審議会 

選定審議会では、提出された申請書類によるプレゼンテーション（1 団体

20 分）を行っていただきます。追加資料の提出は認めません。 

提案内容について総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定します。 

③ 審査結果の通知 

審査の結果は、応募団体に郵送で通知します。 

④ 選定結果の公表 

選定審議会の選定結果については、指定管理者の指定後、次の項目を市 

ホームページに公表します。 

 ア 指定管理者名及び所在地 

 イ 応募団体数 

 ウ 選定審議会における評価点数（プレゼンテーションを行った全応募 

団体の評価点数） 

        ※指定管理者となった団体以外の団体名は掲載しません。 

 

 

１４ 指定管理者の指定及び協定 

上記により選定した団体を指定管理者の候補者として、令和 4 年 11 月定例松江市議

会へ提案し（予定）、議決されれば指定管理者として指定します。 

※ 指定管理者の指定は、法に基づく「行政処分」であり、同法に規定する「入札」

ではありません。 

議会の議決により指定管理者に指定されると、松江市公の施設に係る指定管理者の指

定手続きに関する条例に基づき当該施設の管理及び運営に関する詳細事項について協定

を締結しなければなりません。 

指定管理者の候補者に選定された団体は、「正当な理由」なく、協定の締結を拒むこと、

又は指定を辞退することはできません。 

また、指定管理者の候補者として選定されてから、議会で議決されるまでの間、又は

議決されてから指定期間開始までの間に「８ 申請の資格等」に記載する申請の資格を

満たさなくなる等、指定管理者として施設を管理させることが適当でない事象が発生し

た場合には、指定管理者の候補者としての選定又は指定管理者の指定を取り消す場合が

あります。なお、取消しの際に指定管理者（の候補者）に損害が生じても、松江市はそ

の賠償の責めは負いません。 

 

 

１５ 業務遂行の準備 

指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、令和 5 年 4 月 1 日から
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円滑に城山公園・興雲閣・武家屋敷の管理に係る業務を遂行できるように、人的及び物

的体制を整えてください。なお、業務の引継ぎが必要な場合は、随時行うこととします。 

 

 

１６ 指標の設定 

（1）公の施設の目的を効果的に達成するため、指定管理者が取り組む活動の指標を下

記のとおり設定します。指定管理者は、この指標において自ら目標数値を設定し、達

成できるような事業計画を作成した上で、活動を行ってください。 

指標分類 指標 数値 

インプット指標 ・城山公園配置職員数 

・興雲閣配置職員数 

・武家屋敷配置職員数 

・21 人 

・2 人 

・3 人 

アウトプット指標 ・松江城天守登閣者数 

・興雲閣入館者数 

・武家屋敷入場者数 

（上記 3 つの指標の数値は、

令和元年度実績より設定） 

・利用料金収入 

・利用者アンケート 

（目標サンプル数 1 割以上） 

・年間 447,000 人以上 

・年間 219,000 人以上 

・年間 75,000 人以上 

 

 

・年間 263,500 千円以上 

・満足度 70%以上 

アウトカム指標 ・松江の歴史や文化について

関心が高まった利用者の割

合 

・70％以上 

（モニタリングでの肯定的

な回答の割合） 

  ※ 「アウトプット指標」は指定管理者が行う活動そのものの結果、「アウトカム指

標」は活動によって市民等にもたらした成果・価値（施設の設置目的にどれだけ貢

献したか、市民等にどのような影響をもたらしたか）を示します。 

（2）松江市は、指定管理者から提出される年間事業報告書及び月別事業報告書等によ

り、指標の達成状況等を確認します。 

 

 

１７ 指定管理者の業務実施に関する評価 

指定管理者の活動状況については、毎年度、設定した指標等に基づいて評価を行い、

その結果を松江市のホームページ等で公表します。 

 

 

１８ 調査等及び監査 

松江市は、指定管理者の管理する施設の適正を期すため、必要があると認めるときは、

指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、

又は必要な指示をすることができます。指定管理者がこれに従わない場合、松江市は指
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定管理者の指定を取り消すことができます。 

また、監査委員等が松江市の事務を監査するのに必要があると認める場合、指定管理

者に対して出頭を求め、実地に調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求められる

場合があります。 

 

 

１９ 指定期間満了以前の指定の取消し 

（1）松江市は指定管理者が「１８ 調査等及び監査」の指示に従わないとき、法令及

び条例に重大な違反をしたとき、その他指定管理者の責任に帰すべき理由により指

定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消

し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることができます。 

（2）上記（1）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務停止となった場合、指

定管理者に損害が生じても、松江市はその賠償の責めは負いません。 

（3）指定管理者から指定の取消しの申出があった場合には、取消しの可否、損害賠償

等必要な事項について双方で協議して対応を定めます。 
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別紙1 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第1条 指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による業務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第2条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第3条 指定管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の

目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければなら

ない。 

（適正な維持管理） 

第4条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、

き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

（個人情報の持出しの禁止） 

第5条 指定管理者は、この協定による業務の実施に当たって、個人情報を事業所から持ち出して

はならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第6条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報をこの協定による業務の目

的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第7条 指定管理者は、松江市が承諾した場合を除き、この協定による業務を自らが行い、第三者

に委託し、又は請け負わせてはならない。 

（第三者への委託等の準用） 

第8条 この特記事項は、指定管理者が、松江市の承諾に基づき、この協定による業務を第三者に

委託し、又は請け負わせるときに準用する。 

（従業者の明確化） 

第 9 条 指定管理者は、個人情報を取扱う業務に従事している者を明確にし、松江市から要請が  

あったときはその者を速やかに報告するものとする。 

（従業者に対する教育及び監督） 

第10条 指定管理者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの協

定による業務に関して知り得た 個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用

した場合には、罰則が科せられることその他個人情報の保護に関して必要な事項を教育するとと

もに、その監督を行うものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第11条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために松江市から引き渡された個人情報が

記録された資料等を松江市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還等） 

第12条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために、松江市から引き渡され、又は指定

管理者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この協定の完了後直ちに松

江市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、松江市が別に指示したときは当該方法による

ものとする。 
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（調査） 

第13条 松江市は、指定管理者がこの協定による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情

報の状況について、随時調査することができる。 

（事故報告） 

第14条 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったと

きは、速やかに松江市に報告しなければならない。 

（事故発生時の責任） 

第15条 指定管理者は、個人情報の漏えいにより松江市及び第三者に損害を与えた場合は、その損害

額等について協議のうえ、この協定及び特記事項の終了又は解除の有無に関わらず、この協定の

定めに従うものとする。 

（改善） 

第16条 松江市は、指定管理者がこの協定による業務を処理するために取り扱っている個人情報に

ついて、その取扱いが不適当と認められるときは、指定管理者に対して必要な改善をさせること

ができる。 
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別紙2 
 
城山公園・興雲閣・武家屋敷指定管理者選定審査基準 

審査基準 具体的な審査項目 配点内訳 

1 
文化財に関する知

識、保護に関して 
１－１ 文化財に関する専門知識、保護について十分配慮されているか 2０ 

2 
住民の平等な利用

の確保に関して 
２－１ 平等な利用のために適切な方策がとられているか １０ 

３ 

施設の効果の最大

限の発揮及び施

設の効率的な管理

に関すること 

３－１ 事業計画の内容が施設の設置目的に沿ったものになっているか １0 

３－２ 適切な数値目標が設定されているか １0 

３－３―１ 
指定管理施設（城山公園、興雲閣、武家屋敷）の一体的な利用促進の

ための計画が練られているか（自主事業を含む） 
１5 

３－３―２ 
松江歴史館等周辺施設連携した塩見縄手一帯の活性化の計画が練ら

れているか 
１０ 

３－４ 
利用者等のニーズの把握や自らの管理運営状況をチェックするモニ

タリング体制が優れているか 
１０ 

３－５ 利用者のサービス向上につながる優れた提案となっているか １5 

３－６－１ 

収支計画は適切かつ実現可能であるか 

（過大な収入が見込まれている、必要な経費が支出に計上されていない

など、不適切な点はないか） 

10 

３－６－２ 

指定管理経費の上限額に対する経費縮減 

（上限額からの減額が大きいほど高得点） 

算式 

 配点 ×（上限額 － 提案額）／（ 上限額 － 審査基準額 ）  

※審査基準額は、公募の状況（新規、更新）によって設定します。 

※上限額、応募団体の提案額は、指定期間の平均額とします。 

※点数の算出に伴う小数点以下は切り捨てます。 

10 

３－６－３ 
剰余納付金の割合（提案する納付割合が大きいほど高得点） 

※納付割合：90％以上の範囲で提案すること 
10 

４ 

施設の管理を安定

して行う物的能力

及び人的能力に

関すること 

４－１ 安定した運営ができる財務状況であるか １5 

４－２ 

同類施設の運営実績があり、運営ノウハウを有しているか 

（業務委託を予定している場合、その委託の範囲は適正か。また、施設の

管理が適切に実施されるか） 

１０ 

４－３ 事業計画を実施するための適正な組織・人員配置が練られているか １5 

４－４ 施設管理に必要な有資格者（経験者）等が確保されているか １０ 

４－５ 
業務従事者への研修等が十分に確保されているか 

（安全対策、個人情報保護等） 
１０ 

４－６ 
緊急時、災害時の対応策や利用者の安全が十分考えられており、責任

者や連絡体制が明確にされているか 
１5 

４－７ 利用者からの苦情・要望への対応策は適切か １０ 

４－８ 外国人の利用に関して、配慮されているか １０ 

５ 
地域活性化への

貢献 

５－１ 地元との連携や協働による事業展開など、具体的提案がなされているか １０ 

５－２ 
市民を雇用する計画があるか 

（現在当該業務に従事している職員を雇用する計画があるか） 
１5 

６ その他 ６－１ 関係法令、条例等を遵守するための責任体制が整えられているか 1０ 

    ２6０ 

 


